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③事業者との情報共有の促進 

事業者の環境対策を円滑化するため、事業者との協議や調整の場を設けるとともに、事業者

間の情報共有や事業者と行政との情報共有など、ネットワーク機能強化に向けた取組を推進し

ています。 
 

１ 事業者等のネットワークの機能強化に向けた取組の実施（Ⅱ－３－③－１関係） 
優れた環境技術に関する知見を事業者間で共有するとともに、市が市内事業者の優れた取組

を市内外へ情報発信することで、事業所の環境対策がより一層推進され、「環境、経済、社会の

統合的な向上」にも寄与することを期待し、平成 30（2018）年度から事業者連絡会として活動

を開始しています。令和３（2021）年４月に要綱を制定し、「川崎市事業者・行政環境研究会」

として正式設置しました。 
令和５（2023）年度は、若手社員を中心とした情報発信事業に関するワークショップを開

催し、情報発信方法や自主的取組について検討を行いました。 
また、事業者・行政環境研究会の全体会議においてワークショップの結果報告等を行いま

した。 
 

２ 事業者等のネットワークの機能強化に向けた取組の実施（Ⅱ－３－③－２関係） 
(1) キングスカイフロント内の近隣企業等との連携推進 

小学生が科学に触れる機会の創出等のため、キングスカイフロント内近隣企業等が実施

する「夏の科学イベント」に参加し、熱中症予防対策に関する展示を行いました。 
また、同じく近隣企業等が実施するキングスカイフロント施設見学会（市制 100 周年プ

レ事業）に参加し、市内の中学生を対象とした施設紹介や環境教育を実施しました。 

 

(2) 産学公民連携共同研究事業に関する情報発信（セミナー開催等） 

セミナー開催や川崎国際環境技術展等への出展を行い、産学公民連携共同研究事業全体

や個別の共同研究事例について情報発信を行いました。 
 

３ 事業者向け環境関連相談窓口の充実（Ⅱ－３－③－３関係） 
カーボンニュートラル等に向けた環境課題のワンストップ窓口の運用を通じて、企業等か

らの相談内容に応じ、課題整理や提案等を行うことにより、事業者支援を行いました。
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